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訪問看護サービス
実施の場合要介護５ : 304,500 円 /月

基本報酬は、基本報酬は、

重度者は特養の介護費用より高い。
しかも、一人暮らしでは介護サービスは、量・質とも全く足りない！
限度額いっぱいまで使っても
特養のサービスには追いつかない。

▼家族介護を前提としたケア体制
家族介護だけでは、認知症ケアを支えることがで
きない。しかし、訪問する介護職がくるくる変わる
介護でも対応できない。
定期巡回では、排泄介助を定時交換で行うことが
基本（旧態依然の非科学的介護）

※要介護５の場合

▼介護報酬が30万円を超える※にも関わらず
　１日４～５回の訪問 (旧体系では１日3.5 回 )

2012
2012

日中・夜間を通じて１日複数回の定時訪問と随時対応で
介護・看護を一体的に又は密に連携しながら提供する

今回創設された「複合型サービス」は小規模多機能型居
宅介護に訪問看護をプラスした類型

（
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
）

（
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
）

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）

24 ー24 ー
2424

⇒限界地域
限界集落

H23.12.30　社会保障・税一体改革で目指す将来像 ( 厚生労働大臣資料 )より

24

介
護
・
医
療
分
野
で
の
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
は
、
高
齢
化
の
ピ
ー

ク
と
な
る
２
０
２
５
年
に
持
続
可
能

な
制
度
と
す
る
た
め
、
社
会
保
障
・

税
一
体
の
改
革
の
目
的
で
も
あ
る
社

会
保
障
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
財
政

健
全
化
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
消
費
増
税
を
目
論
む
一
体

改
革
で
は
、
社
会
保
障
の
充
実
と
し

て
理
念
派
の
学
者
を
中
心
に
描
か

れ
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
と
し

て
、
高
コ
ス
ト
・
非
効
率
な
新
サ
ー

ビ
ス
が
推
し
進
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

更
に
、
平
成
24
年
度
介
護
報
酬
改
定

で
は
、在
宅
偏
重
の
政
策
誘
導
が
行
わ

れ
、
保
険
料
負
担
の
全
国
平
均
が
実

質
５
千
円
を
超
え
る
負
担
増
（
低
福

祉
・
高
負
担
）
時
代
の
幕
開
け
と
な
っ

た
。し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
序
説
。

さ
ら
な
る
負
担
増
が
待
っ
て
い
る
。

介
護
給
付
費
・
保
険
料
の
将
来
推

計
（
左
図
）
は
、
厚
労
省
が
示
し
た

デ
ー
タ
を
分
析
し
た
も
の
。２
０
１

５
年
以
降
、
青
色
の
グ
ラ
フ
が
現
状

投
影（
現
状
と
同
じ
比
率
で
進
め
た

場
合
）
の
将
来
推
計
、
赤
色
の
グ
ラ

フ
が
一
体
改
革
を
実
施
し
た
場
合
の

将
来
推
計
と
な
る
。前
述
の
と
お

り
、
高
コ
ス
ト
・
非
効
率
な
在
宅
偏

重
シ
フ
ト
の
一
体
改
革
を
実
施
し
た

場
合
の
将
来
推
計
は
、
介
護
給
付

費
・
保
険
料
と
も
に
増
加
幅
が
高

く
、２
０
２
５
年
に
は
現
状
投
影
に

よ
る
保
険
料
よ
り
１
４
０
０
円

（
28
％
）も
高
く
な
る
。

介
護
保
険
制
度
は
、
性
質
上
、
保
険

料
を
支
払
っ
て
も
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
な
い
負
担
者
が
９
割
以
上
に
も
な

る
。40
歳
以
上
の
現
役
世
代
も
保
険

料
を
負
担
し
て
お
り
、
７
３
０
０
万

人（
Ｈ
23
現
在
）が
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
を
支
え
て
い
る
。特
養
待
機
者
42
・

１
万
人
と
い
う
現
状
は
、
全
て
の
支

え
手
へ
の
不
誠
実
・
背
信
行
為
そ
の

も
の
で
あ
る
。

終
の
棲
家
と
し
て
の
機
能
は
24
時

間
３
６
５
日
の
シ
ー
ム
レ
ス
な
ケ
ア

と
見
守
り
を
行
う
体
制
が
あ
っ
て
初

め
て
成
立
す
る
。一
体
改
革
で
は
、特

養
待
機
者
を
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
（
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け

住
宅
、
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
、
在
宅

サ
ー
ビ
ス
）
で
解
消
す
る
と
い
う
方

針
を
示
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
特

養
並
み
の
機
能
を
持
た
な
い
各

サ
ー
ビ
ス
で
そ
の
目
的
が
果
た
せ
る

の
か
と
い
う
検
証
が
急
が
れ
る
。

す
み
か

編集：公益社団法人 全国老人福祉施設協議会

特
養
解
体

特
養
解
体

特
養
解
体

は
じ
ま
る

読
売
新
聞(
平
成
15
年
5
月
28
日
掲
載)

は

「入所者にとって生活の場である」か
ら に「生活の場としての機能も担っている」

介護　基準省令13条（５） だが、特養ホームは…

…引き続き
「検討課題」
として残るが

特養解体
の序説
特養解体
の序説

特養ホームの基準省令改正で、
「医務室」必置の削除を改正案に

平成15年3月
中村老施協
会長が阻止
中村老施協
会長が阻止

医療・リハビリ等の機能も持っていたはずだが、｢生活｣に限定

こ
こ
か
ら

平
成
15
年
3
月

遅くはない、今やろう。　科学的介護づくりを
行政の不作為の結果、特養ホームの科学的介護づくりは遅れる。

医療との差別化を保つためなのか。在宅偏重シフトの「地域包括ケアシステム」を進めるため、
厚労省は特養ホームを措置型体制のまま、なぜ放置し続けたのか。

ユニットケアの普及―施設においても個別ケアを実現する　
施設機能の地域展開―施設の安心機能を地域に広げる 

（３）高齢者の在宅生活を支える施設の新たな役割、
　　  施設機能の地域展開、ユニットケアの普及、施設機能の再整理

住み替えという選択肢
（２）新しい「住まい」・自宅、施設以外の多様な「住まい方」の実現

小規模・多機能サービス拠点 
（１）在宅で 365日・24時間の安心を提供する切れ目のない在宅サービスの提供

２．生活の継続性を維持するための、
　　新しい介護サービス体系

１．介護予防・リハビリテーションの充実 
高齢者介護研究会（平成15年６月 25日　取りまとめ発表）

「2015年の高齢者介護」
そして具現化したのが

高齢者介護研究会　委員 (一部抜粋 )堀田力 座長　田中滋 座長代理　高橋紘士 報告書起草委員

    

 387,900  337,700  327,400  

 285,900  260,700  275,700  

 130,400  103,000  79,300  
※要介護５の基本報酬で１月（30.4 日）食費・居住費は基準費用額で計算。

○
田
中
滋
　社
保
審-

介
護
給
付
費
分
科
会
委
員

特
養
は
特
別
な
ケ
ア
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
住
宅
で
あ

り
、介
護
保
険
は
棲
家
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
も
の
で
は

な
い
。老
健
こ
そ
が
介
護
保
険
施
設
。棲
家
に
つ
い
て

は
介
護
保
険
制
度
の
精
神
か
ら
す
れ
ば
評
価
す
べ
き

で
は
な
い
。新
規
の
多
床
室
が
減
額
に
な
る
の
も
当

然
。棲
家
は
知
ら
な
い
人
と
と
も
に
住
む
と
こ
ろ
で
は

な
い
は
ず
。（
日
本
介
護
経
営
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　Ｈ
24
・
3
・
4
）

○
池
田
省
三
　社保
審-

介
護
給
付
費
分
科
会
委
員
（
元
地
方
自
治
総
合
研
究
所
）

多
床
室
の
問
題
だ
け
は
譲
れ
な
い
ん
で
す
。ハ
ッ
キ
リ

言
っ
て
、
人
権
問
題
な
ん
で
す
。　
審
議
報
告
を
読
む

と「
方
向
と
し
」と
書
い
て
あ
る
の
で
す
。「
方
向
と
し
」

と
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、こ
こ
か
ら
始
め
る
の

だ
け
れ
ど
も
、次
の
介
護
報
酬
改
定
で
は
も
う
一
回
見

直
す
と
い
う
意
味
を
含
め
て
理
解
し
て
い
い
の
か
。

（
社
保
審-

介
護
給
付
費
分
科
会
（
第
88
回
））

24
時
間
巡
回
を
や
れ
ば
、
中
田
委
員
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お
り
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
給
付
は
上
り
ま
す
。２
対
１
で
あ
れ
ば
、

今
、
大
体
特
養
が
２
対
１
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
地
域

で
や
る
わ
け
で
す
か
ら
、
じ
ゃ
同
じ
よ
う
な
金
額
で
、
あ
る
い
は

そ
れ
に
巡
回
の
時
間
と
い
う
も
の
を
考
え
る
。一
方
で
、
で
は
提

供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
ど
こ
ま
で
い
わ
ば
効
率
的
に
し
て
い
く
か
。

そ
の
バ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。私
は
少
な

く
と
も
４
人
部
屋
の
雑
居
部
屋
の
特
養
よ
り
は
高
く
し
た
っ
て

い
い
と
思
い
ま
す
。こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
４
人

部
屋
雑
居
の
部
屋
を
下
げ
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

（
社
保
審-

介
護
給
付
費
分
科
会
（
第
74
回
）
　Ｈ
23
・
5
・
13
）

○
宮
島
俊
彦
　厚
生
労
働
省 
老
健
局
長

集
中
訓
練
の
た
め
の
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
や
老
健
施
設

は
必
要
か
も
し
れ
な
い
が
、特
養
は
い
ず
れ「
施
設
」で

は
な
く「
家
」「
住
ま
い
」と
い
う
位
置
付
け
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。田
舎
、
地
方
の
方
は
老
健
や
特
養
が
整

備
さ
れ
て
い
る
の
で
、そ
れ
を
生
か
し
な
が
ら
や
っ
て

い
け
ば
よ
い
が
、都
会
は
無
理
だ
ろ
う
。

（
メ
デ
ィ
フ
ァ
ク
ス
　Ｈ
24
・
1
・
10
）

○
大
森
彌
　社
保
審-

介
護
給
付
費
分
科
会
長

さ
ら
に
特
養
に
つ
い
て
は
、内
部
留
保
や
補
足
給
付
の

問
題
、社
会
福
祉
法
人
と
課
税
の
問
題
を
整
理
す
る
必

要
性
に
言
及
し
た
上
で「
個
人
的
に
は
医
療
法
人
に
も

（
特
養
を
）や
っ
て
も
ら
っ
た
方
が
よ
い
と
思
う
。医
療

と
介
護
は
今
後
セ
ッ
ト
で
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」と
も
述
べ
た
。（
メ
デ
ィ
フ
ァ
ク
ス
　Ｈ
24
・
1
・
31
）

(

特
養
多
床
室
の
整
備
は)

平
成
24
年
4
月
以
降
に
、

都
道
府
県
が
ご
自
分
の
責
任
に
お
い
て
、お
決
め
に
な

る
こ
と
。私
共
と
し
て
は
、
新
設
さ
れ
た
も
の
に
つ
い

て
は
従
来
と
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。基
本
的
に
い

う
と
、座
長
と
し
て
は
、今
日
示
さ
れ
た
文
書
、若
干
の

手
直
し
は
必
要
で
す
け
れ
ど
も
、（
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
、

従
来
型
個
室
、多
床
室
の
順
と
な
る
よ
う
に
報
酬
水
準

適
正
化
な
ど
）こ
の
路
線
で
行
き
た
い
の
で
す
が
、
反

対
が
あ
っ
て
も
こ
れ
を
貫
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
社
保
審-

介
護
給
付
費
分
科
会
（
第
86
回
））

旧多床室単価より平均 24.19 単位（2.82％）減

各自治体の介護保険事業計画では、特養多床室の必要性が謳われている

H24.4 以降の新設多床室は旧多床室単価より平均
32.54 単位（3.79％）減で、明らかなペナルティ。そして、
このペナルティは既存多床室の建て替えにも適用される ( 特定入所者介護サービス費 ( 補足給付 )・高額介護サービス費計算後 )

す
み
か

す
み
か

グリーン席グリーン席

す
み
か



○農漁村部も、都市部も、地域がなくなる。
　…地域で支える「地域包括ケア」は、最初から破綻している。
　それなのに、厚労省は「地域包括ケア」を進めようとしている。
○このような状況下で、国民が望む介護施設を無視した地域包括ケアシステム（在宅サービス）で
　全国の高齢者を支えることはできるのか。

※「国土の長期展望に向けた検討の方向性について」　国土交通省 (H23.12.17)
・2050 年に向けて、過疎化の進む地域では、全国平均の人口減少率（25.5％）よりも大きく減少（61％）し、０人から１０人の地域が大部分となる。

26 0

日中・夜間を通じて１日複数回の定期訪問と随時対応で介護・
看護を一体的に又は密に連携しながら提供するサービス。

（基本的なサービス）
身体介護を中心とした１日複数回の定期訪問と、それらに付随
する生活援助を組合せて行うもの。安否確認、健康チェック、
見守りのみの訪問もあり、随時対応は電話にて行う。

 

【おむつゼロ、骨折ゼロ、拘束ゼロ、
褥瘡ゼロ、胃ろうゼロ】

腔

「同じBPSDの症状でも原因は千差万別」　
「薬剤の影響は多大、定期的かつ適切な見直しと気づきの視点が重要」

「口腔機能の維持・向上はADL、QOL 全般に影響」
「安易な食事形態の変更は禁物、常食化に向けた取り組みを」

「要介護４、要介護５の利用者の歩行能力改善は可能」
「最も効果的な高齢者のリハビリは日々の生活動作の中に」

「最期まで口から食べることを支援し、尊厳の上に立った看取りを実現」
「看取りを通じて専門職としての成長を」

○介護人材確保策は
　医療・介護等サービス産業は、
　「内需産業」として期待されるも
　慢性的な人材不足が大きな課題に…

○介護職員の状況
　「職員が不足している」とする介護事業所は 50.3％と過半数に上る。
　離職率17.8％、採用率 25.8％

○地域包括ケアの構築は、
　ヘルパー中心の人海戦術で…
　⇒2025 年には100万人以上の
　　介護労働力が不足する！

（財）介護労働安定センター　平成 22年度介護労働実態調査結果より

・職員の処遇改善、キャリアパス制度の構築
・利用者の重度化に伴う新たな職環境の見直し

介護ノウハウ、技術、機器、人材で
アジア介護を牽引するは我が国の責務

平
成
24
年

1
月
30
日 

中
村
博
彦
参
議
院
議
員
（
全
国
老
施
協
常
任
顧
問
）
が

参
議
院
代
表
質
問
で
、総
理
に
質
し
た
内
容 

○
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」は
、厚
労
省
の

意
を
汲
む
一
部
の
審
議
会
委
員
の
強
引
な

仕
切
り
で
、
地
方
や
現
場
の
声
を
無
視
し

て
、
作
ら
れ
、
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
な
い

ま
ま
、
推
進
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。（
大
森
彌

介
護
給
付
費
分
科
会
長
・
池
田
省
三
委
員
等
の
強
引
な
や
り
方

を
指
摘
）

地
域
包
括
ケ
ア
は
、
で
き
る
だ
け
住
み
慣
れ
た

地
域
で
在
宅
を
基
本
と
し
た
生
活
の
継
続
を

目
指
し
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
、
自
治
会
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ
、地
域
住
民
に
よ
る「
地
域
の
ネ
ッ
ト

個
室
以
外
の
特
養
の
介
護
報
酬
を
減
額
す
る
理
由
に
つ
い
て
、「
入
所
者
一
人
ひ
と
り
の
意
思
と
人
格
を
尊
重

し
た
ケ
ア
」と
書
い
て
あ
る
が
、
そ
れ
が「
個
室
で
あ
る
こ
と
」と
の
関
係
性
を
具
体
的
に
検
証
し
た
も
の
は
な

く
記
述
の
根
拠
が
分
か
ら
な
い
。ど
う
し
て
個
室
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
介
護
報
酬
を
減
額
す
る
と
い
う
必

要
が
あ
る
の
か
。

そ
の
人
、そ
の
人
に
応
じ
た
必
要
な
介
護
と
か
、必
要
な
医
療
と
か
、そ
の
部
分
を
考
え
て
い
く
と
、や
は
り
両
輪
と

し
て
つ
く
っ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
在
宅
、
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
を
も
っ
て
、
介
護
が
す
べ
て
外
づ
け
で
、

オ
ー
ケ
ー
で
す
と
い
う
の
は
、行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
。

桝
田
和
平
委
員
長

　社
保
審‐

介
護
保
険
部
会
発
言

村
上
勝
彦
委
員
長

　社
保
審‐

介
護
給
付
費
分
科
会
発
言

公益社団 全国老施協　中村博彦常任顧問

特
養
は
Ｈ
24
年
介
護
報
酬
改
定
に
お

い
て
、居
室
形
態
に
よ
っ
て
報
酬
に
大

き
な
差
を
つ
け
る
と
い
う
方
針
が
と

ら
れ
た
結
果
、多
床
室
に
大
変
厳
し
い

も
の
と
な
り
ま
し
た
。現
場
ニ
ー
ズ
を

無
視
し
た
介
護
給
付
費
分
科
会
の
一

部
委
員
の
強
引
な
仕
切
り
に
よ
り
、こ

の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
こ
と
、現
場

無
視
に
は
大
変
憤
り
を
感
じ
て
お
り

ま
す
。

今
後
は
、地
域
の
高
齢
者
の
安
心
・
安

全
な
暮
ら
し
を
守
る
た
め
、「
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
問
題
点
を
質

し
、
単
な
る
住
ま
い
と
し
て
で
は
な

く
、セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
施

設
の
役
割
を
訴
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
も
、ユ
ニ
ッ
ト
型
も
含
め
て

介
護
報
酬
の
１
％
を
目
標
に「
利
用
者
負

担
軽
減
制
度
」の
実
施
拡
大
な
ど
、
地
域

へ
の
貢
献
を
図
る
と
と
も
に
、真
に
利
用

者
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
施
設
サ
ー
ビ
ス

の
位
置
づ
け
を
踏
ま
え
た
制
度
設
計
を

提
案
し
て
ま
い
り
ま
す
。

公益社団 全国老施協　中田清会長

ー

(福 )健祥会・全国老施協では、徳島大学への委託研究事業(介護福祉施設における認知症ケア・リハビリテーション・口腔ケア)
を開始し、その結果をもって実践するとともに、老施協会員施設にも届け、科学的介護づくりを進めます。

○
社
会
保
障
費
の
自
然
増

高
齢
化
な
ど
に
よ
り
、
現
在
の
制
度
で

は
、社
会
保
障
費
は
毎
年
約
１
兆
２
千
億

円
の
ペ
ー
ス
で
自
然
増
が
生
ま
れ
る
。こ

れ
ら
自
然
増
を
容
認
し
、全
額
消
費
税
で

賄
う
つ
も
り
な
の
か
。

年
金
・
医
療
・
介
護
保
険
制
度
な
ど
を

総
点
検
し
、「
制
度
設
計
」
を
や
り
直
し

「
負
担
と
給
付
の
バ
ラ
ン
ス
」
を
と
る
構

造
改
革
な
く
し
て
、こ
の
難
局
は
乗
り
切

れ
な
い
、
と
考
え
る
。こ
れ
ら
の
諸
制
度

を
抜
本
的
に
改
革
す
る
こ
と
で
、自
然
増

の
抑
制
を
す
る
と
い
う
考
え
は
な
い
か
。

○
世
代
間
格
差
と
世
代
間
正
義
に
つ
い
て

「
税
や
年
金
は
、
世
代
間
の
正
義
に
か
か
わ
る
社
会
契
約
」
だ

が
、
世
代
間
格
差
、
不
均
衡
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。若
い
世

代
ほ
ど
負
担
が
増
え
、現
在
26
歳
で
は
、生
涯
収
入
３
億
円
と

し
て
、
約
３
２
０
０
万
円
の
支
払
い
超
過
と
な
る
。世
代
間
格

差
の
問
題
、若
い
世
代
に「
損
」を
さ
せ
る
制
度
、ど
の
よ
う
に

抜
本
改
革
を
行
う
の
か
。

ワ
ー
ク
」を
つ
く

り
、 認
知
症
ケ

ア
に
も
対
応
し

よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

ア
マ
チ
ュ
ア
で

あ
る
住
民
主
体

に
、任
せ
て
よ
い

の
か
。

　(24時間サービスを中心とした在宅重視型施策は）現在の枠組みを維持したまま突き進むことが前提
であれば、特養利用に比べ介護給付費を押し上げる要因になりかねないのは確かだ。
　ただ、今後重要になってくるのは「在宅の中重度者を切り捨てない」という考え方ではないか。財源的
には次期制度改正では

・・・・ことで 24時間型サービス中心の在宅療養で膨らむ部分の費用をカバーし
て余りある財源が捻出できると考えている。

0

生産年齢人口 労働力人口 必要介護職員数

問題は！28.3%施設は、赤字問題以上に
旧来型サービス(集団処遇、寝かせきり )に終始し、科学的介護
(認知症ケア、リハビリケア、口腔ケア、おむつゼロ、胃瘻ゼロ )に取り組んでいない

( 厚労省・平成 22年度介護保険事業経営概況調査 (H23.7.14 公表 ) より )

う ら や


